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あいちビジョン2020 フォローアップ報告書 

（概要版） 

あいちビジョン2020 

平成28年度版年次レポート 

○ 「あいちビジョン 2020」（2014（平成 26）年３月策定）の推進のため、毎年度、年次レポートによる進行管理を実施。 

○ ビジョン推進３年目となる 2016（平成 28）年度は、ビジョン前半期最後の年となることから、各政策分野の有識者に

よる「あいちビジョン 2020フォローアップ懇談会」（座長：内田俊宏中京大学経済学部客員教授）を開催し、懇談会から

いただいた意見・提案を踏まえ、ビジョン後半期に向けた政策課題や取組方向等を整理し、報告書としてとりまとめた。 
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「あいちビジョン 2020」後半期に向けた取組方向 

 

 ビジョン策定以降の社会経済の変化や新たな政策課題の顕在化、愛知の将来に大きな影響を与えるプロジェクトの進捗等を踏まえ、2017 年度からのビジョン後半期に向

け、以下の点に留意しつつ、取組を進めていく必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リニアの全線開業を見据えた大都市圏づ

くり 

○ 国は、平成 28 年度補正予算及び 29 年度当初予算において、リニ

ア中央新幹線建設への貸付（計 3兆円）を計上。 

○ これにより、JR東海は、2027年度の東京－名古屋間開業後の経営

体力回復期間を待たずに名古屋・大阪間の工事に着手できることか

ら、リニアの全線開業は 2045年から最大 8年の短縮が可能に。 

○ 人口 7000 万人に及ぶスーパー・メガリージョンのセンターとして

の役割を意識しつつ、大都市圏づくりを進める。 

○ 陸海空のインフラ整備や、名古屋都心の高次都市機能の集積、研究

開発機能の強化、地域ブランドの向上に向けたさらなる取組を進める。 

○ 中心都市である名古屋市との連携を一層密にしながら、プロジェク

トの創出・展開を図る。 

ビジョン策定後の社会経済の変化、新たな政策課題 

地方創生の取組による東京一極集中是正

と県内各地域のバランスある発展 

リニアを生かし、世界の中で存在感を発揮する中京大都市圏 １ 

今後の取組方向 

○ 先頭に立って東京一極集中にストップをかける役割を担う。 

○ 地方創生推進交付金などを活用しながら、地域における「しごと」

づくりや山間地域等と都市との交流、移住の促進などに取り組み、県

内各地域のバランスある発展を図る。 

○ 将来の人口減少に備え、都市の集約化など、県が積極的な役割を果

たしながら、地域の維持に取り組む。 

○ わが国の人口減少が進む中、人口の東京一極集中の動きが加速。 

○ 「まち・ひと・しごと創生法」を踏まえ、本県は、2060年に 700万

人程度の人口を確保するとした人口ビジョンと、その実現に向けた総

合戦略を策定（2015年 10月）。 

○ 本県人口は、2016 年 6 月に 750 万人を突破。一方、三河山間地域

等では、人口減少・高齢化が進む。 

めざすべき姿 

１ 

○ アジア競技大会について、愛知・名古屋モデルの構築をめざすとと

もに、国際的な知名度向上やアジアとの交流拡大につなげる。 

○ プロ・実業団のスポーツチームやスポーツ系大学等と連携したイベ

ントやスポーツツーリズムなどにより、地域の活性化、愛知のブラン

ド力向上を図る。 

○ 食文化の磨き上げやスポーツ大会、トリエンナーレの開催、産業観
光、武将観光、山車文化の発信等に加え、レゴランド・ジャパン等の

新たな集客拠点を生かし、観光需要を取り込む。 

○ 愛知デスティネーションキャンペーンを地域のブランド力向上につなげる。 

○ 空港島に整備する 6万㎡の愛知県国際展示場を核に、空港島及び周
辺地域の商業、宿泊、賑わいなどの諸機能のさらなる集積を図る。 

○ 若者層を中心とした本県から首都圏への転出超過に歯止めがかから

ない状況。 

○ 経済・雇用、住居、自然環境など、愛知のバランスのとれた「住み

やすさ」は首都圏に対する強みでありながら、十分に認知されている

とはいえない状況。 

○ 東京五輪を 4年後に控え、国民のスポーツへの関心が高まる。 

○ 2015年 9月に「スポーツ庁」が設置される。 

○ 本県では、2015 年 4 月に「あいちスポーツコミッション」を設立

し、スポーツ大会の招致・育成に取り組む。 

○ 2026年の第 20回アジア競技大会の愛知・名古屋での開催が決定。 

○ 訪日外国人旅行者が急増し、2016 年は 2,404 万人。政府は目標を

2020年に 4000万人、2030年に 6000万人に引上げ。 

○ 外国人旅行者の行動は「爆買い」から文化や伝統を楽しむ体験型へ 

○ 本県では、2015年を「あいち観光元年」と位置づけ、2015年度か

ら観光局を設置。 

 

○ 就職活動を控えた学生など、これから居住地を選択していく若者層

を中心に、愛知の「住みやすさ」をＰＲし、「働くなら愛知、住むなら

愛知」という大きな流れをつくる。 

急増する訪日外国人旅行者を受け止め、愛

知の魅力を高める交流拠点づくり 

スポーツを生かした地域ブランド向上 

愛知の強みである「住みやすさ」の発信 
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集積が集積を呼び、イノベーションが好循

環を生む「愛知型成長モデル」の実現 

○ ビジョン策定以降の経済環境は、円安や良好な海外経済を背景に、

好調に推移。リーマンショック後に落ち込んだ本県産業は回復。 

○ 一方、中国などの新興国の成長力の低下や、イギリスのＥＵ離脱問

題、保護主義的な考えを持つアメリカ・トランプ大統領の誕生など、

海外経済の影響を受けやすい本県経済の先行きは不透明な状況。 

○ 地域としてのグローバル戦略が重要。アジアだけでなく、米国、欧

州など世界の国・地域との連携関係を構築する。 

○ レベル 4相当の遠隔型自動走行の実証実験、ワールドロボットサミ

ットの開催などを契機としたロボット産業の振興等に取り組む。 

○ 技能五輪全国大会の開催や国際大会の誘致、県立愛知総合工科高等学校

での教育、県立高校でのＳＴＥＭ教育等により、産業人材を育成する。 

ビジョン策定後の社会経済の変化、新たな政策課題 

農林水産業の成長産業化 

日本の成長をリードする産業の革新・創造拠点 １ 

今後の取組方向 

○ ＩＣＴ等の先端技術を活用した新技術や新品種の開発等、競争力の

高い農業の展開に加え、6 次産業化、農林水産物のブランド化、トッ

プセールス、輸出の促進等により、国内外の販路開拓の取組を進める。 

○ 現場体験を通じ農林水産業の魅力を理解してもらいながら、若い世

代、女性、定年帰農、雇用就農等、多様な担い手の確保・育成を図る。 

○ 世界の人口の増加や途上国の経済成長により、世界の食関連市場は

拡大が見込まれる一方、食糧等の需給は逼迫する懸念もある。 

○ 米トランプ新大統領がＴＰＰ離脱に関する大統領令に署名。アメリ

カとの新たな二国間交渉も予想される。 

○ 本県は、我が国有数の農業県だが、全国同様、担い手の減少や高齢

化、優良農地の減少が続く。 

めざすべき姿 

２ 

○ 自動車の自動走行やロボット等の分野でＩｏＴ、ＡＩの活用を進め、

産業の競争力強化を図る。 

○ 様々な行政サービスにおけるＩｏＴ、ＡＩの活用のほか、プログラ

ミング教育等の人材育成など、第 4次産業革命に勝ち残るための取組

を多方面から推進する。 

○ 国家戦略特区等を活用し、積極的に規制改革を推進していくことに

より、新たなビジネスモデルやサービスの創出を促す。 

○ ＩＣＴの進展やＩｏＴ、ビッグデータ、ＡＩ等の技術的ブレークス

ルーを活用する「第 4次産業革命」の波が押し寄せる。 

○ 第 4次産業革命は、既存の社会システムや産業構造、就業構造を一

変させることとなり、雇用の創出等により中間層の弱体化につながる

可能性もある。 

○ 本県は 2015年 8月に、国家戦略特区の区域指定を受ける。 

○ 有料道路の民間事業者による運営（コンセッション方式）や県立愛

知総合工科高等学校の専攻科の公設民営化等を全国初の取組を実現。 

○ 「外国人雇用特区」、「医療ツーリズムの推進のための医療滞在ビザ

の早期発給」など新たな特区を国に提案中。 

「国家戦略特区」等の活用による地域活力

の向上 

ＩｏＴ、ＡＩ等の活用による 

「第４次産業革命」の実現 

グローバル化など社会経済の変化に対応

した人づくり 

○ グローバル化や情報化、選挙権年齢の引下げなど、子どもを取り巻

く環境は大きく変化。 

○ 様々な学校の課題への対応により、教員の多忙化が進む。 

○ グローバル人材が求められる中、英語教育の低年齢化が進む。 

○ 外国人の永住化・定住化が進む中、外国人の子どもの中には、不就

学、不登校、高校への進学を諦める児童生徒も多い。 

○ 自ら学び自ら学ぶ「探究の力」の育成に一層取り組む。 

○ 「チームとしての学校」の視点から、学校の課題に取り組み、教員
が子どもと向き合える環境をつくる。 

○ 小学校段階では、英語教育を併せて、日本語で自分の考えを組み立
て、他者を尊重する気持ち、異文化への関心を高める取組を進める。 

○ 外国人の子どもの不就学解消や、高等学校における教育を受ける機
会の拡大、学齢期を越えてもやり直しがきく環境をつくる。 

ビジョン策定後の社会経済の変化、新たな政策課題 

人が輝き、女性や高齢者、障害のある人など、すべての人が活躍する愛知 １ 

今後の取組方向 

めざすべき姿 

３ 
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子どもの貧困対策の推進、全ての子どもが

希望する教育を受けられる環境づくり 

○ 日本の子どもの 6 人に 1 人が相対的貧困の状態。特に大人が 1 人

の世帯の貧困率は 54.6％と極めて高い水準。 

○ 経済的困窮により、よい教育を受けられなかった子どもが親になっ

たときに子どもが同じような状態になる「貧困の連鎖」も問題化。 

○ 2016年 6月に設置した「子どもの貧困対策検討会議」や、2016年

12 月に本県において実施した子どもの貧困に関する実態調査の結果

を踏まえ、実効性ある子どもの貧困対策を実施する。 

「750万人総活躍社会」に向けた働き方改

革の実現 

○ 地域包括ケアシステムのモデル事業の成果や課題を関係者で共有

し、在宅医療の体制充実などの取組を推進する。 

○ 国立長寿医療研究センターはじめ専門機関が集積する「あいち健康の

森」やその周辺地域を対象に、「認知症に理解の深いまちづくり」（オレ

ンジタウン構想）を推進し、愛知ならではのモデルを国内外に発信する。 

○ 製造業が集積する男性比率の高い市町村とも連携するなど、効果的

な結婚支援を実施する。 

○ 保育所や放課後児童クラブの充実のほか、子育てにおいて孤立しが

ちな専業主婦等に向け、地域の子育て支援拠点の充実等を図る。 

○ 多子世帯等、子育て世帯の経済的負担の軽減を図る。 

○ 女性の活躍促進について、中小企業に重点を置いて取組を進める。 

○ 高齢者就業の促進に向け、企業への受入促進や、就労マッチングに
加え、高齢者の意識改革、定年前の早目の準備等を促す。 

○ 企業等の長時間労働是正を促進していくとともに、テレワークなど

新たな働き方の普及に取り組む。 

○ 介護と仕事が両立できる職場環境づくりへの支援や、企業や働く人
への情報提供を実施する。 

 

○ 2016年 4月に熊本県で震度７を観測する地震（熊本地震）が発生。

熊本県では、特に建物の被害が大きく、耐震基準が強化された 2000年

以降の住宅での被害も発生。公共建築の被害も多く、災害時に司令塔

となるはずの市役所の庁舎が損壊し、機能低下に陥るケースも出てい

る。 

○ 本県の 75 歳以上人口は、2015 年の 79 万 8 千人から、2025 年に

は、116万 6千人に増加する見込み。特に、名古屋市やその周辺地域、

西三河地域などで高齢者数が大きく増加する見込み。 

○ 高齢化に伴い認知症高齢者が増加。本県の認知症高齢者数は、2015

年の 28.6万人から 2025年には 40万人に急増する見込み。 

 

○ 本県の合計特殊出生率は 1.57 で大都市圏の中では高く、全国平均

（1.45）を上回るが、晩婚化が進むとともに未婚率も上昇。 

○ 2015年 10月に策定した「愛知県人口ビジョン・まち・ひと・しご

と創生総合戦略」では、2030 年の出生率を県民の希望出生率である

1.8に設定。 

○ 本県の生産年齢人口は、ピークの 492万人（1995年）から、457万
人（2015年）に減少。本県の雇用の需給は逼迫。 

○ 女性活躍推進法が制定され、大企業は行動計画の策定が義務付け。 

○ 「働き方改革実現会議」が設置され、長時間労働是正など働き方改

革に向けた国を挙げた取組が始まる。 

○ わが国における介護離職者は年間約 10万人。改正育児・介護休業法
が 2017年 1月に施行。 

○ 熊本地震の課題を検証し、住宅の耐震化や、市町村庁舎の耐震化の

促進、中小企業等の早期復旧・復興のための取組等を進める。 

○ 発災、応急、復旧、復興のフェーズに応じて誰が何をするのかといた体制

や、県・市町村が一体となった被災市町村への支援体制の構築を進める。 

○ 防災・減災の担い手となる防災リーダー等を育成するだけでなく、

活用の場を広げる。 

県民希望出生率 1.8の実現に向けた結婚・

出産・子育て環境づくり 

本格的な長寿社会に対応した地域包括ケ

アや介護離職対策の充実 

熊本地震等の課題を踏まえた地震防災対

策の強化 

ビジョン策定後の社会経済の変化、新たな政策課題 今後の取組方向 

○ 2016 年 11 月に、2020 年以降の地球温暖化対策の国際ルールとし

て、1997年の「京都議定書」以来となる「パリ協定」が発効。京都議

定書に参加しなかった米国・中国など、先進国から途上国まで全てが

参加する初めての枠組みであり、地球温暖化対策は歴史的転換点を迎

えている。 

○ 県民の高い環境意識や企業の高度な環境技術などを生かした地球温

暖化対策の戦略をつくり、推進する。新たな戦略では、気候変動によ

り影響が懸念される農林水産業、防災、健康等への「適応策」を示す。 

○ 太陽光や小水力、バイオマスなど、本県が持つ再生可能エネルギー

の供給ポテンシャルを生かした地域づくりを進める。 

「パリ協定」発効を踏まえた新たな地球温暖

化対策 


